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第２節 実用新案制度の概要 

［１］実用新案制度の目的と保護対象 

特許制度では審査をしてから特許権を付与する審査主義を採用していま

すが、実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う

無審査主義を採用しています。 

また、権利の濫用を防ぐとともに第三者に不測の不利益を与えないよう

にするという観点から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して

警告することを権利者に義務づけています。 

１．目的 

実用新案法（昭和 34 年法律第 123号）の目的は、同法において次のとおり定義されてい

ます。 

（目的） 

第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、そ

の考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 

 

実用新案制度は特許制度と同様の制度ですが、物品に関する技術的な特徴などちょっと

した工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆ

る小発明（考案）を保護するために実用新案制度が設けられました。平成６年には、形式

的な要件を満たしているか否かのみを判断して早期に権利付与を行う早期登録制度（いわ

ゆる無審査登録制度）に移行しました。また、平成 17年４月１日以降の出願からは、無審

査登録制度の下でより実用新案制度の魅力を向上させるため、実用新案権の存続期間を延

長するなどの改正が行われています。 

 

２．保護対象 

実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており、

保護の対象は産業上利用できる「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されて

います。 

したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用新案法の保

護対象となりません。 

（定義） 

第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 

２・３ （略） 
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［２］実用新案制度と特許制度の違い 

 

  

「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの

① 方法のカテゴリーである考案
② 組成物の考案
③ 化学物質の考案
④ 一定形状を有さないもの（例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒）
⑤ 動物品種、植物品種
⑥ コンピュータプログラム自体



57 

［３］出願から実用新案権取得までの流れ 

実用新案制度においては、特許の場合と異なり、審査官による考案の新

規性・進歩性など具体的な実体審査は行われません。提出された書類が法

に定められた様式に従って作成されているか否かの方式要件、また、登録

するために必要な事項を満たしているか否かの基礎的要件のみの審査が行

われます。 

 

１．出願書類の作成 

実用新案登録出願には、「実用新案登録願（願書）」「明細書」「実用新案登録請求の範

囲」「要約書」「図面」の５つの書類が各１通必要です。特に実用新案の保護対象は「物品

の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られるため、「図面」が必ず必要になる点で特許

と異なります。出願をする際は、基礎的要件審査でチェックされる以下の事項に注意する

必要があります（各書類の様式は、Ⅱ様式編 実用新案を参照）。 

 

（１）出願書類を書く前のチェックポイント 

① 保護対象違反はないか 

実用新案制度で保護されるものは「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られ

ます。特許と異なり、方法や物質は保護されません。また、自然法則を利用していないも

のは実用新案法上の考案に該当しません。 

不備があれば
却下処分
（補正可）

基礎的
要件審査

方式審査

実
用
新
案
登
録
出
願

出願手数料と
３年分の登録
料を一括納付

実用新案
技術評価
請求

42,000円 ＋
１請求項につき

1,000円

設定
登録

登録実用
新案公報
の発行

出願から最長10年で
権利満了

実用新案
登録の訂正

請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が
可能（ただし１回限り）

最初の評価書の謄本送達から２月、無効
審判における最初の答弁書提出期間内の
うちいずれか早い方を経過するまで

実用新案登録に
基づく特許出願

出願日から３年以内であれ
ば可。
ただし、出願人が評価請求をし
た場合、他人から評価請求があ
った旨の最初の通知から30日を
経過した場合、無効審判におけ
る最初の答弁書提出期間を経
過した場合のいずれかに該当し
たときはできない
（当該実用新案権は放棄）

基礎部分 請求項ごと

2,100円1～3年の各年

6,100円

100円

300円4～6年の各年

18,100円 900円7～10年の各年

登録料

14,000円

出願手数料

実用新案登録出願の流れ

最
高
裁
に
上
告

無
効
審
判

知
財
高
裁
へ
提
訴
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② 公序良俗に反していないか 

第三者の名誉を傷つけたり、善良の風俗あるいは公衆の衛生を害したりするおそれのあ

る考案は、実用新案登録を受けることができません。 

 

（２）出願書類を書いた後のチェックポイント 

① 各記載様式に違反はないか 

願書を始めとする書面の作成方法は法令で様式が定められていますので、様式に従って

作成されていることを確認してください。 

② 記載不備はないか 

明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書に必要な事項が記載されているか、

又はその記載が著しく不明確ではないかの点に注意し、第三者が読んで理解できるように

記載してください。 

③ 単一性違反はないか 

２以上の考案について１の願書で実用新案登録出願をするときは、技術思想として一つ

のまとまりがあるか（単一性）についての要件を満たす必要がありますので注意してくだ

さい。 

 

（３）出願する際の手数料について（第 32条） 

実用新案登録出願の出願料は１件当たり 14,000円ですが、出願する際には、あわせて第

１年から第３年までの登録料を一括納付しなければなりません。この点が、特許出願をす

る場合と異なります。 

 

（４）設定登録（第 14 条） 

実用新案登録出願がなされると、特許庁において出願書類についての方式審査及び基礎

的要件の審査が行われ、必要な要件を満たしている場合には実用新案権が設定登録されま

す（出願から平均２～３月で設定登録（出願書類に不備がない場合））。ただし、令和６年

５月１日以降は、実用新案登録出願において、当該出願に係る明細書、実用新案登録請求

の範囲又は図面に、経済安全保障推進法第 70 条第１項の規定による保全対象となる発明の

内容が記載されているときは、実用新案法第 14 条第２項の規定にかかわらず、その保全指

定が解除され、又は保全指定の期間が満了するまで、実用新案権の設定登録はされません

（経済安全保障推進法第 82条第５項）。 

 

（５）実用新案権の維持・消滅（第 32条及び第 15条） 

実用新案権は設定登録時から権利が発生しますが、４年目以降も実用新案権を維持する

ためには、当該年に入る前までに次の年の登録料（年金）を実用新案登録料納付書の提出

により納付しなければなりません。また、権利の存続期間は出願から最長 10年です。 
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（実用新案権の設定の登録） 

第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。 

２ 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下

された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 

３・４ （略） 

 

（存続期間） 

第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。 

 

（登録料の納付期限） 

第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願

と同時に（第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用

する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又

は出願の分割と同時に）一時に納付しなければならない。 

２ 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 

３・４ （略） 
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［４］実用新案権の行使 

無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、実用新案技術

評価書を提示して警告した後でなければなりません。 

実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特

許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行

い、これを請求人に通知するものです。 

１．実用新案技術評価書（第 12条） 

実用新案権は、新規性や進歩性などの実体的な要件についての審査を行うことなく権利

が付与されるため、権利行使に当たっては、より高度な注意義務が必要となります。 

そこで、実用新案権の有効性を判断する材料として、実用新案技術評価書があります。

これは、特許庁の審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、こ

れを請求人に通知するものです。請求は誰でもすることができ、対象となっている実用新

案権が消滅した後であっても、その実用新案登録が無効となっていない限り、いつでも行

うことができます。技術評価請求の手数料は、１件当たり 42,000円に、１請求項当たり

1,000 円を加えた額です。 

特許出願における出願審査の請求の場合は、特許請求の範囲に記載されている請求項の

全てについて手数料を支払う必要がありますが、実用新案の場合は評価を求める請求項を

選び、必要な請求項についてのみ手数料を支払えばよいことになっています（Ⅱ 様式編 

実用新案（６）実用新案技術評価請求書、（７）実用新案技術評価書 参照）。 

実用新案技術評価書には、評価の内容が分かりやすくなるように、調査範囲、評価、引

用文献等に加えて、評価についての説明が記載されます。請求項に係る考案の新規性等が

否定される場合は、評価についての説明の欄に、そのような評価をした理由が記載されま

す。 

なお、評価は６段階で行われ、評価６以外の場合は新規性等を否定されたこととなりま

す（評価内容は、Ⅱ 様式編 実用新案（７）実用新案技術評価書参照）。 

 

２．実用新案権の行使 

実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ

なりません（第 29条の２）。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行

った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手

方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります（第 29条の３）。 
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（実用新案技術評価の請求） 

第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録

出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項

（同号に掲げる考案に係るものに限る。）、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六

項の規定に係るもの（以下「実用新案技術評価」という。）を請求することができる。この場合にお

いて、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求す

ることができる。 

２・３ （略） 

４ 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術

評価の報告書（以下「実用新案技術評価書」という。）を作成させなければならない。 

５～７ （略） 

 

（損害の額の推定等） 

第二十九条 （略） 

２ 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害し

た者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の

行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損

害の額と推定する。 

３ 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害

した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が

受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 

４・５ （略） 

 

  


